
小樽市職員の懲戒処分について 

 

 

 下記の事案につきまして、関係職員の懲戒処分を行いました。 

 

 

記 

 

 １ 懲戒処分年月日   令和５年３月３０日 

  

 ２ 懲戒処分の内容   戒告 

 

３ 職員の職及び年代  消防長 ６０代 

 

 ４ 概要等 

    消防署において、所属職員によるパワー・ハラスメントが続発したこと

から、消防本部全体の職場環境や秩序維持の責任者である消防長に対して

処分を行った。 

 


